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改正建築基準法・改正建築物省エネ法の講習会等の案内について（情報提供） 

 

平素は、本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、2022年6月7日に公布された改正建築基準法・改正建築物省エネ法によ

り、2025年4月（予定）から、旧４号建築物の構造審査等が始まり、また、全

ての建築物の新築・増改築時における省エネ基準への適合が義務化されます。   

この度、国土交通省より、これら制度の円滑な施行に向け、改正法制度説明

会、設計等実務講習会および断熱施工実技研修会を実施するとともに、オンラ

イン講座を開催するとの情報提供がありました。 

つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、貴会会員企業の皆

様へ別添資料の内容について、周知賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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